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市長提出議案等の概要 

 

諮問第 １ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員 藤岡礼子（ふじおか れいこ）氏の任期が令和８年  

１２月３１日をもって満了することに伴い、改めて同氏を人権擁護委

員の候補者として法務大臣あてに推薦するにあたり、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

諮問第 ２ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

        人権擁護委員 川添毅（かわぞえ たけし）氏の任期が令和８年１２

月３１日をもって満了することに伴い、改めて同氏を人権擁護委員の

候補者として法務大臣あてに推薦するにあたり、人権擁護委員法第６

条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

諮問第 ３ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員 田村泰宏（たむら やすひろ）氏の任期が令和８年  

１２月３１日をもって満了することに伴い、改めて同氏を人権擁護委

員の候補者として法務大臣あてに推薦するにあたり、人権擁護委員法

第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

諮問第 ４ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

        人権擁護委員 染谷悦子（そめや えつこ）氏の任期が令和８年１２

月３１日をもって満了することに伴い、改めて同氏を人権擁護委員の

候補者として法務大臣あてに推薦するにあたり、人権擁護委員法第６

条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの 

 

諮問第 ５ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

        人権擁護委員 谷村三千代（たにむら みちよ）氏の任期が令和８年

１２月３１日をもって満了することに伴い、新たに瀬尾しほり（せお   

しほり）氏を人権擁護委員の候補者として法務大臣あてに推薦するに

あたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を

求めるもの 
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議案第４１号から議案第５７号まで   

農業委員会委員の任命について 

        現農業委員会の委員の任期が令和８年７月１９日をもって満了する

ことに伴い、現委員のうち山本隆（やまもと たかし）氏、 井忠好（に

しい ただよし）氏、北浦弘文（きたうら ひろふみ）氏、中村弘道（な

かむら ひろみち）氏、東端哲夫（ひがしばた てつお）氏、 野久雄

（にしの ひさお）氏、杉本雅則（すぎもと まさのり）氏、川上克実

（かわうえ かつみ）氏、中辻󠄀茂樹（なかつじ しげき）氏、池田雅和

（いけだ まさかず）氏、田中哲夫（たなか てつお）氏、辻󠄀仁史（つ

じ ひとし）氏の１２名を同委員に再任し、藤原常子（ふじわら つね

こ）氏、宮﨑裕司（みやざき ひろじ）氏、池野敏彦（いけの としひ

こ）氏、上田武弘（うえだ たけひろ）氏、東野秀夫（ひがしの ひで

お）氏の５名を新たに同委員に任命するため、農業委員会等に関する

法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるもの 

 

議案第５８号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

        固定資産評価審査委員会の委員 田部井大輔（たべい だいすけ）氏

の任期が令和８年７月２２日をもって満了することに伴い、改めて同

氏を同委員に選任するため、地方税法第４２３条第３項の規定により

議会の同意を求めるもの 

 

議案第５９号から議案第６５号まで  

        池尻財産区管理会管理委員の選任について 

池尻財産区管理会において令和８年６月３０日をもって委員７名が

任期満了となることに伴い、大阪狭山市財産区管理会の設置等に関す

る条例第３条第１項の規定に基づき、当該財産区の区域内の住民自治

組織等から推薦があった、山村正則（やまむら まさのり）氏、金正憲

治（きんしょう けんじ）氏、中嶋芳彦（なかじま よしひこ）氏、山

村歳幸（やまむら  としゆき）氏、古城和弘（ふるじょう かずひろ）

氏、鳥山喜久（とりやま よしひさ）氏、中島隆富（なかじま たかと

み）氏の選任について議会の同意を求めるもの 

 

議案第６６号  昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく
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債務の免除に関する条例等の一部を改正する条例について 

        地方自治法の一部を改正する法律が令和８年９月２４日に施行され

ることに伴い、地方自治法の引用条文に変更が生じることから、本市

関係条例について所要の改正を行うもの 

 

議案第６７号  大阪狭山市印鑑条例の一部を改正する条例について 

        出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が令和８年６月

１４日に施行されることに伴い、在留カード又は特別永住者証明書が

個人番号カードと一体化した特定在留カード又は特定特別永住者証明

書の交付が開始されることを受け、コンビニ等における印鑑登録証明

書の交付申請の手段として、大阪狭山市印鑑条例に特定在留カード及

び特定特別永住者証明書を追加するため、所要の改正を行うもの 

 

議案第６８号  大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

        地方自治法第２９１条の３第１項の規定により、大阪府後期高齢者

医療広域連合規約内における「社会保険診療報酬支払基金」の文言を

「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改めることについて、関

係市町村と協議するため、同法第２９１条の１１の規定により、議会

の議決を求めるもの 

 

議案第６９号  大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪

広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

        大阪広域水道企業団が共同処理する事務に泉大津市、箕面市及び門

真市に係る水道事業の経営に関する事務を追加すること並びにこれに

伴う大阪広域水道企業団規約を変更するため、地方自治法第２９０条

の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

議案第７０号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第４号）につい

て 

        こども子育て複合施設の整備や交通安全施設の整備、証明書自動交

付機の市役所庁舎への設置に必要となる経費などを計上するもので、

歳入歳出それぞれ１億８，２７３万４千円を増額補正するもの 
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議案第７１号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第１

号）について 

        大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公

共事業を執行するためのもので、歳入歳出それぞれ９６０万円を増額

補正するもの 

 

議案第７２号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市半田財産区特別会計補正予算（第１

号）について 

        大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公

共事業を執行するためのもので、歳入歳出それぞれ２１５万８千円を

増額補正するもの 

 

議案第７３号  令和８年度（２０２６年度）大阪狭山市東野財産区特別会計補正予算（第１

号）について 

        大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要綱に基づき、地域公

共事業を執行するためのもので、歳入歳出それぞれ５００万円を増額

補正するもの 

 

報告第 １ 号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告について 

令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会１月緊急議会及び３月定

例月議会で議決のあった災害対策管理事業等１６事業の繰越明許費に

係るもので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき報告

するもの 

 

報告第 ２ 号  令和７年度（２０２５年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

令和７年（２０２５年）招集大阪狭山市議会定例会３月定例月議会で議決の

あった特定健康診査等事業の繰越明許費に係るもので、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定に基づき報告するもの 

 

報告第 ３ 号  令和８年度（２０２６年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の事業

計画及び予算の報告について 
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地方自治法第２４３条の３第２項の規定により公益財団法人大阪狭

山市文化振興事業団の令和８年度事業計画及び予算について報告する

もの 


